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☆粒子状物質（ＰＭ）減少装置の装着補助金申請の
　締め切りが迫っています

　

夏
の
こ
の
時
期
、
恒
例
と
な
っ
た
薬

師
池
公
園
の
観
蓮
会
が
８
月
１
日
に
開

催
さ
れ
、
約
２
０
０
０
年
前
の
古
代
ハ

ス
「
大
賀
ハ
ス
」
を
見
よ
う
と
、
早
朝

に
も
か
か
わ
ら
ず
約
１
３
０
０
人
の
人

出
で
に
ぎ
わ
い
ま
し
た
。

　

ハ
ス
の
葉
に
注
い
だ
酒
を
茎
を
通
し

て
飲
む
「 
荷  
葉  
酒 
」
も
行
わ
れ
約
４
０

か 
よ
う 
し
ゅ

０
人
の
参
加
者
が
楽
し
ん
で
い
ま
し

た
。
ま
た
、
町
田
市
の
繁
栄
と
人
々
の

平
和
を
願
っ
て
撞
く
「
自
由
民
権
の

像
」
の
記
念
鐘
も
訪
れ
た
方
々
の
手
で

響
か
せ
て
い
ま
し
た
。

　

当
日
は
、
家
庭
で
も
栽
培
し
て
い
た

だ
け
る
よ
う
「
ハ
ス
の
実
」
も
配
ら
れ

町
田
の
酒
「
尾
根
桜
」
な
ど
を
販
売
す

る
出
店
等
も
に
ぎ
わ
い
を
見
せ
て
い
ま

し
た
。

　

栃
木
県
で
８
月
６
日
か
ら
開
催
さ
れ

た
関
東
少
年
サ
ッ
カ
ー
大
会
に
町
田
Ｊ

Ｆ
Ｃ
の
小
学
生
チ
ー
ム
が
出
場
す
る
こ

と
に
な
り
、
７
月　

日
、
そ
の
報
告
に

２３

寺
田
市
長
を
訪
れ
ま
し
た
。

　

町
田
Ｊ
Ｆ
Ｃ
は
東
京
都
中
央
大
会
の

町
田
予
選
を
１
位
で
通
過
し
、
各
地
域

代
表　

チ
ー
ム
の
中
で
勝
ち
抜
い
て
き

４８

ま
し
た
が
、
決
勝
で
、
稲
城
市
の
ヴ
ェ

ル
デ
ィ
ジ
ュ
ニ
ア
と
対
戦
し
、
惜
し
く

も
破
れ
、
２
位
と
な
り
ま
し
た
。　

　

そ
の
結
果
、
１
位
は
全
国
大
会
へ
、

２
位
の
町
田
Ｊ
Ｆ
Ｃ
は
関
東
大
会
に
出

場
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
関
東
大

会
出
場
は
７
年
ぶ
り
の
こ
と
と
な
り
ま

す
。

・補助金対象車両
　初度登録が平成９年７月１日～１３年９月２０日までで、型式
がＫＣ－、車両総重量が３．５ｔ超のもの
・申請できる方
　中小企業社または個人
・補助額
　装置装着経費（装置代、部品代、工賃）の１／２。ただ
し、８ｔ以下は、１０万円、８ｔ超は２０万円が限度
・申請期間
　平成１６年８月３１日まで

・対象　最新規制適合車への買い換えか指定公害車の購入
・買い換えの場合の条件　現在所有している車両が以下の条
　件を満たしていること
　　①初度登録から７年間の条例上の猶予期間内の車両
　　②装置装着車両（ＤＰＦ等）
　※②の場合、完了時に廃車が条件。
　※条例違反車両からの買い換えは、融資の対象外。
・申請期間
　平成１７年１月３１日まで

☆車両の買い換えに対する融資あっせん受付中

□問 東京都環境局自動車公害対策部
　　　　　　　　11０３（５３８８）３５２９（補助金）
　　　　　　　　11０３（５３８８）３５３５（融資あっせん）　
町田市環境・産業部環境保全課
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最
近
、
厚
木
基
地
に
関
す
る
防
音
工

事
の
件
で
、
一
部
の
工
事
業
者
に
よ
る

勧
誘
が
行
わ
れ
て
い
る
と
の
お
問
い
合

わ
せ
が
数
多
く
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
東

京
防
衛
施
設
局
よ
り
、
お
知
ら
せ
が
あ

り
ま
し
た
。

　

最
近
、
厚
木
飛
行
場
周
辺
の
住
宅
所

有
者
な
ど
の
皆
様
か
ら
、
一
部
の
工
事

請
負
業
者
（
建
設
業
者
、
工
務
店
な

ど
）
に
よ
る
巧
妙
で
強
引
な
勧
誘
が
行

わ
れ
て
い
て
、
非
常
に
迷
惑
し
て
い
る

と
の
苦
情
が
数
多
く
寄
せ
ら
れ
て
い
ま

す
の
で
ご
注
意
下
さ
い
。

１
・
国
（
東
京
防
衛
施
設
局
）
で
は
、

厚
木
飛
行
場
周
辺
に
お
き
ま
し
て
、

「
防
衛
施
設
周
辺
の
生
活
環
境
の
整
備

等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和　

年
法
律
第

４９

１
０
１
号
）
」
の
第
４
条
に
基
づ
き
、

住
宅
の
所
有
者
又
は
居
住
者
の
方
々

が
、
航
空
機
騒
音
に
よ
る
障
害
を
防
止

し
又
は
軽
減
す
る
た
め
、
そ
の
住
宅
に

防
音
工
事
を
行
う
場
合
、
助
成
の
措
置

を
執
っ
て
い
ま
す
。
現
在
、
こ
の
助
成

の
対
象
と
な
る
住
宅
は
防
音
工
事
対
象

区
域
で
昭
和　

年
９
月　

日
ま
で
に
建

６１

１０

設
さ
れ
た
住
宅
で
す
。

２
・
ま
た
、
国
に
お
き
ま
し
て
は
、
現

在
、
厚
木
飛
行
場
周
辺
の
航
空
機
に
よ

る
騒
音
状
況
に
変
化
が
見
ら
れ
る
こ
と

か
ら
、
区
域
（
住
宅
防
音
工
事
を
実
施

で
き
る
範
囲
）
の
見
直
し
に
つ
い
て
検

討
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
区
域
の
見
直
し
時

期
や
範
囲
な
ど
の
詳
細
に
つ
き
ま
し
て

は
、
現
時
点
で
は
皆
様
方
に
お
知
ら
せ

で
き
る
状
況
に
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

　

し
た
が
い
ま
し
て
、
現
在
、
工
事
対

象
区
域
外
に
お
い
て
は
、
新
た
な
区
域

が
確
定
さ
れ
た
後
に
、
そ
の
区
域
内
に

所
在
す
る
住
宅
で
な
い
と
工
事
が
出
来

ま
せ
ん
。

３
・
住
宅
防
音
工
事
の
事
務
手
続
き
な

ど
に
つ
き
ま
し
て
は
、
新
た
な
区
域
が

確
定
さ
れ
た
後
、
説
明
会
を
実
施
す
る

こ
と
を
予
定
し
て
お
り
ま
す
。

　

し
た
が
い
ま
し
て
、
国
へ
提
出
す
る

設
計
図
面
を
作
成
す
る
設
計
事
務
所
及

び
住
宅
防
音
工
事
を
行
う
工
事
請
負
業

者
（
建
設
業
者
、
工
務
店
な
ど
）
の
選

定
に
つ
き
ま
し
て
は
、
説
明
会
の
実
施

後
、
皆
様
方
か
ら
提
出
さ
れ
る
工
事
希

望
届
に
基
づ
き
配
布
さ
れ
る
補
助
金
等

交
付
申
込
書
が
皆
様
方
の
お
手
元
に
届

い
て
か
ら
で
も
十
分
間
に
合
い
ま
す
。

　

な
お
、
住
宅
防
音
工
事
は
、
皆
様
方

が
行
う
も
の
に
国
が
補
助
を
す
る
事
業

で
す
の
で
、
防
音
工
事
を
実
施
す
る
た

め
に
必
要
な
契
約
（
設
計
事
務
所
、
工

事
請
負
業
者
）
は
皆
様
方
の
責
任
に
お

い
て
行
っ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
住
宅
防

音
工
事
に
つ
い
て
、
ご
不
明
な
点
が
ご

ざ
い
ま
し
た
ら
、
次
の
連
絡
先
に
お
問

い
合
わ
せ
下
さ
い
。

連
絡
先　

東
京
防
衛
施
設
局
事
業
部
施

設
対
策
第
三
課
（
〒　

－

９
７
２
１
、

３３０

さ
い
た
ま
市
中
央
区
新
都
心
２
番
地

１
、
さ
い
た
ま
新
都
心
合
同
庁
舎
２
号

館
、
11
０
４
８
・
６
０
０
・
１
８
２

１
、
１
８
２
２
）

　

７
月　

日
、
横
須
賀
港
に
入
港
中
だ

１９

っ
た
米
海
軍
空
母
キ
テ
ィ
ホ
ー
ク
が
出

港
し
、
厚
木
基
地
に
飛
来
し
て
い
た
艦

載
機
も
空
母
に
戻
り
ま
し
た
。
こ
れ

は
、
「
サ
マ
ー
パ
ル
ス　

」
と
い
う
演

０４

習
に
参
加
す
る
た
め
で
、
例
年
よ
り
早

い
出
港
と
な
り
ま
し
た
。

　

再
入
港
は
い
つ
に
な
る
か
明
ら
か
に

さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
そ
れ
ま
で
の
間
は

静
か
な
日
々
が
続
く
こ
と
と
思
わ
れ
ま

す
。

　

し
か
し
、
今
年
の
３
月
に
は
、
演
習

航
海
中
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
艦
載
機
が

厚
木
基
地
に
飛
来
し
、
大
き
な
騒
音
被

害
が
発
生
し
ま
し
た
の
で
、
引
き
続
き

騒
音
状
況
を
注
視
し
て
い
き
ま
す
。

　

町
田
市
で
は
、
今
後
も
東
京
都
、
神

奈
川
県
や
基
地
周
辺
各
市
と
と
も
に
、

米
軍
、
日
本
政
府
に
対
し
航
空
機
騒
音

や
事
故
の
防
止
対
策
等
に
つ
い
て
粘
り

強
く
要
請
し
て
い
き
ま
す
。

□問
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航空機騒音発生状況（２００４年１月～３月）

航航空空機機騒騒音音
測測定定結結果果
◇◇２２００００４４年年１１月月～～３３月月◇◇
□□問問環環境境保保全全課課11７７２２４４・・２２７７１１１１
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騒　音　発　生　回　数総数測定月測 定 場 所 １００デシベル以上９０～９９デシベル８０～８９デシベル７０～７９デシベル
１７１０４３１０２５３６８４０４年１月

市役所屋上 １５７３１８０２３７５０５０４年２月
４５５２７９１９５３７１０４年３月
２３９２０５１８３４２９０４年１月

本町田東小学校 ４３３１０３１７２３１２０４年２月
５４８６４１１５２３２０４年３月
０３３６１９８２３７０４年１月

小山小学校 ０１３４１５４１８９０４年２月
０１４４２３４２７９０４年３月
４４２１９２２４１４７９０４年１月

町田第五小学校 ５３５９５２１３３４８０４年２月
７５４６９１６８２９８０４年３月

※騒音計設置場所
　市では１９８３年（昭和５８年）３月に航空機騒音測定器を市役所屋上に設置し、
２４時間連続測定を開始。その後、１９８５年（昭和６０年）２月から小山小学校、
同年１１月から本町田東小学校で同様の測定を開始しました。町田第五小学校
は２００３年（平成１５年）１月から測定を開始しました。
※市役所屋上の日ごとの発生回数は図のとおりです。
※発生回数は、７０デシベル以上の騒音が５秒間以上継続した回数です。
※音のめやす
　 ７０デシベル・・目覚まし時計の音
　 ８０デシベル・・地下鉄の車内
　 ９０デシベル・・スピーカーの１メートル前で聞くカラオケの音
　１００デシベル・・電車通過時のガード下

東
京
防
衛
施
設
局
か
ら
の
お
知
ら
せ


